性能保証住宅設計施工基準（無落雪屋根）から

無落雪(Ｍ形)屋根設計施工基準への主な変更点
●　無落雪Ｍ形屋根の主な変更点
１．屋根部分については次のとおりです。
一、屋根勾配は、3/100～15/100 程度としていただくことになりました。
二、シーリングは、次に示す適切な箇所に連続して施工していただくことになりました。
①鋼板屋根ふき材を止め付ける釘打ち前の下処理部。
②鋼板屋根ふき材を止め付ける釘頭等の露出部。
③鋼板屋根ふき材の横どいへの折り曲げ部。
④横どいと縦どいの接続部。
⑤鋼板屋根ふき材からのパラペット等のハゼの立ち上げ部。
⑥その他、漏水の可能性の高いところ。
三、たる木及び下張り合板等は、積雪荷重作用後においても屋根面の水勾配を確保できる仕様としていただくことになりました。
　四、天井の上部は適切に断熱を行っていただくこととし、屋根の下部に限定しないになりました。
２．横どいについては次のとおりです。
一、勾配は、2/100以上としていただくことになりました。但し、工業製品の使用等により現場施工精度を確保できる場合は1/100以上とすることができることとしています。
　　　二、横どいの周囲における断熱は不要となりました。
３．縦どいについては次のとおりです。
一、小屋裏等において原則として横引きをしてはならないことになりますが、やむを得ず、横引きする場合は雨水の排水に十分な勾配をとっていただくことになりました。
二、横どいとの連結部に損傷の生じるような力が生じない処置を講じていただくことになりました。
· フラットルーフ屋根の変更点

削除となり、統一設計施工基準の第８条が適用となりました。






















































































































































































































































































































































